
Ｈ２３国立大学法人等施設の事業評価等について （イメージ案）

○

 

事業評価は、『全学的な取組状況』及び『個別事業』の視点から以下のように評価し、その結果を踏まえ評価を実施。
評価項目（評価の視点）について、主な変更点は、以下のとおり。
・

 

『３．大学等の戦略との整合性・優先度』を新たに評価項目として設定

 

・

 

3Sの視点からの評価項目（５．～７．）を新たに設定
・

 

『５．教育研究等への効果等』の評価項目について、評価の配点を２倍にするとともに、施設検討会委員による重点評価を実施
・

 

『８．国の政策課題として特に重点的に支援すべき課題』を新たに評価項目として設定

○

 

事業選定は、今後、施設検討会で検討する

 

『整備方針』及び『事業選定方針』の検討を踏まえ、決定。
この際、Is値0.4以下の施設の耐震化に係る事業を最優先で選定するとともに、各カテゴリーの優先度を勘案する。
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カテゴリー

評
価
項
目
（
評
価
の
視
点
）

１．施設マネジメント等の全学的なシステム改革への取組状況１．施設マネジメント等の全学的なシステム改革への取組状況

４．事業規模や費用等の適正性４．事業規模や費用等の適正性

３．大学等の戦略との整合性・優先度３．大学等の戦略との整合性・優先度

２．実施事業の事後評価２．実施事業の事後評価

『安全・安心』（Safety）の視点

『戦略的整備』（Strategy）の視点５．教育研究等への効果５．教育研究等への効果

７．安全・安心の確保７．安全・安心の確保

６．環境負荷低減のための取組６．環境負荷低減のための取組 『環境配慮』（Sustainability）の視点
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８．国の政策課題として特に重点的に支援すべき課題８．国の政策課題として特に重点的に支援すべき課題
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①

資料３
国立大学法人等施設整備
に関する検討会（第1回）

平成22年5月25日

・

 

評価の配点を２倍
・

 

施設検討会委員に

 

よる重点評価

戦略カテゴリー

〔Ⅰ：20点満点〕〔Ⅰ：20点満点〕

Ⅱ．個別事業Ⅱ．個別事業

〔Ⅱ：14点満点〕〔Ⅱ：14点満点〕

『整備方針』及び『事業選定方針』の検討『整備方針』及び『事業選定方針』の検討

※原則として、全学的取組状況が s、a の場合、事業選定

 

の対象となる。
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11点以上 Ｓ評価Ｓ評価
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様式に基づき重点評価（案）を事務局に提出

施設検討会

（整備方針、事業選定方針及び事業評価（案）の検討）

施設検討会 文部科学省 国立大学法人等

施設検討会で了承された評価項目・
評価基準に基づき各事業を評価し、

事業評価（案）を作成

「教育研究等への効果」を中心に
委員が各事業を重点評価

事業評価（案）について、カテゴリー毎に複数名
の委員で評価を分担するなど、評価対象を限定。

調整案の検討・了承
（必要に応じ施設検討会を持ち回り開催）

施設検討会で了承された整備方針、
事業選定方針に基づき、事業評価
結果から選定事業（案）を作成

事業評価結果
事業選定結果

５月

７月

８月

各大学等に対して整備の方向性等を提示

６月

 

文部科学省に提出

概算要求書の作成

委員による重点評価

施設検討会

（選定事業（案）を検討・了承）

※審議に応じ選定事業（案）を見直し確定 予算の状況等を踏まえ、
概算要求事業を決定し財務省に提出

各大学等に伝達

複数の委員から異なる重点評価結果
があった場合、事務局は調整案を作成

施設検討会

（整備の方向性・事業評価方法の検討）

教育研究等への効果に係る重点評価について（イメージ案）
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